
副食費の実費徴収に係る補足給付事業 対象者確認フローチャート 

 
世帯の市町村民税所得割合算額（保護者の所得割額

を合計した額）が７７，１０１円未満（年収３６０万円未満

相当）ですか？ 

はい いいえ 

保護者が生活保護の被保護者、里親の世帯ですか？ 

幼稚園に通っているお子さんは、小学校３年生以下の

お子さんから数えて第３子以降ですか？ 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

補足給付の交付対象者です。 
期限までに交付申請書のご提出をお願いします。 

補足給付の交付対象者

ではありません。 

〈注意事項〉 

 詳細は「令和８年度 副食費の補足給付に関するお知らせ」をご確認ください。 

 所得の要件で申請をされる場合、令和７年度分及び令和８年度分の収入申告がされていないと

対象者の判定ができないため、個別に申告手続きをご案内することがあります。その場合はお早め

に税務課市民税係にて申告手続きをお願いします。申告がない場合、交付申請の対象とならない

ことがありますのでご注意ください。 

 交付対象者の方であっても、申請書の提出がない場合は補足給付費を交付することができませ

ん。そのため、交付を希望される場合は必ず申請書の提出をお願いします。 


